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Ⅰ 所及び管内の概要 

１ 沿革  
昭和 24 年 ８月 平木田家畜衛生指導所として北蒲原郡乙村平木田に設置  

昭和 25 年 ８月 家畜保健衛生所法の制定により平木田家畜保健衛生所と名称を変更 

昭和 27 年 ４月 新潟県家畜保健衛生所設置条例の改正により各郡に設置され、北蒲

原家畜保健衛生所と名称を変更 

昭和 28 年 ５月 新発田市大字西塚ノ目字西塚の目休場に移転  

昭和 42 年 ８月 広域家畜保健衛生所に再編整備のため、新潟県家畜保健衛生所設置

条例の改正により岩船及び東蒲原家畜保健衛生所を統合 

昭和 43 年 ３月 新発田市東新町１丁目 7-6 に新築移転 

平成 ９年 ３月 新発田市大字板山字中関 3032-6 に解剖焼却施設を新築 

令和 ３年 10 月 新発田市下飯塚 139-3 に移転  

２ 施設  
（１） 用地 4,823.51 ㎡  

（２） 建物  本館：軽量鉄骨造２階建 (1,069.34 ㎡) 

  主要付属施設 渡り廊下、倉庫、プロパン庫など (61.07 ㎡)  

   解剖焼却施設[新発田市大字板山]：地積 (400.01 ㎡)、 建物 (48.60 ㎡) 

（３） 車両 小型貨物バン ６台  

３ 組織及び職員 

 

 

 所長 

 後藤 靖行 

 

 

 課      主 な 事 務 分 担  職  名   氏  名 

 企 

 画 

 指 

 導 

 課 

・総括 

・家畜の衛生対策、企画調整 

・庶務業務 

・家畜飼養衛生管理指導 

・畜産物の安全性確保、動物薬事・獣医事 

・家畜衛生情報、統計 

課  長 

副参事

主  査 

主 任 

主 任 

職 員 

(次長兼務) 

権田 寛子 

齋藤 敬明 

佐々木 宏 

宮下 知世 

下村 一與喜 

  

 

 

 次長 

 内山 保彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  防 

  疫 

  課 

・総括 

・家畜伝染病予防対策 

・家畜の病性鑑定 

・家畜自衛防疫の推進 

・家畜個体識別システムの推進 

・定例諸報告 

・衛生資材の管理 

課 長 

副参事 

技術専門員 

主 査 

主 査 

主 任 

獣医師 

會田 恒彦 

本田 協子 

本間 裕一 

中村 正明 

野崎 朋子 

町田 栄里子 

増門 宙 
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４ 管内の概況  
（１） 管内区域市町村（４市２町２村） 

岩船地域  ：村上市、関川村、粟島浦村 

北蒲原地域：新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 

東蒲原地域：阿賀町 

 

（２） 主な畜産関係施設  
と畜場：１、食鳥処理場：３、牛乳処理場：３、孵化場：３、飼育動物診療施設：27 

（３） 畜産の概要  
新潟県の畜産は、農業算出額に占める割合が 22％で、米に次いで園芸と並ぶ本県農業の主

要部門を形成している。管内は、本県の主要な畜産地帯で、県内の家畜飼養頭羽数に占める

割合は乳用牛約４割、肉用牛約６割、豚約５割、採卵鶏約８割、及び肉用鶏約８割である。  

管内の家畜飼養状況は、前年度から、乳用牛３件、肉用牛２件、豚１件で廃業により減少

した。廃業以外で、肉用牛において飼養場所ごとに農場数を整理したことと採卵鶏において

分割管理等で農場数を整理したことにより、今回の調査において農場数が増減した。飼養頭

羽数は全家畜で昨年とほぼ同様もしくはやや減少傾向であった。主に、乳用牛は新発田市、

阿賀野市で、肉用牛は新発田市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、村上市で、豚は胎内市、村上

市、新発田市で、採卵鶏は村上市、胎内市、新発田市、関川村で、肉用鶏は阿賀町、新発田

市で飼養されている。  

   新潟県農業産出額(令和５年)               ＊農林水産省農林水産統計 

品目  米  畜産物  野菜  果実  花き  その他  合計  

産出額 1,255 504 338 87 62 35 2,281 

(％) (55.0) (22.1) (14.8) (3.8) (2.7) (1.6) (100) 

(単位：億円) 

新潟県畜産物別農業産出額(令和５年） 

品目 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 その他 合計 

産出額 41 50 131 281 1 504 

(％) (8.1) (9.9) (26.0) (55.8) (0.2) (100) 

(単位：億円) 
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 ＜参考資料＞ 主要家畜飼養頭羽数
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Ⅱ 令和７年度 家畜衛生事業計画 
１ 基本方針 

（１） 家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等）の発生予防並びに発生時にお

ける迅速・的確な防疫措置に向けた体制の強化を図る。  

（２） 安全・安心な畜産物の生産のため、生産段階における HACCP 方式の導入・普

及・定着を推進する。  

（３） 畜産農家の経営における生産性阻害要因の防除指導などを実施し、生産者の

生産性向上、所得の確保を支援する。  

２ 主要事業  
（１） 家畜伝染病の防疫対策  
ア 家畜伝染病の発生予防を図るため、家畜飼養者を対象に飼養衛生管理基準の遵守

徹底を指導し、農場における防疫体制の一層の強化を図る。 

イ 家畜伝染病の発生時における迅速かつ的確な防疫措置に対応するため、実効性の

高い防疫計画の整備や実践的な防疫訓練等を行う。 

ウ 養豚場へ適期・適切な豚熱ワクチン接種を指導するとともに、野生イノシシにお

ける豚熱及びアフリカ豚熱の感染状況を調査する。 

エ 養鶏場における分割管理に向けた支援等を行う。 

（２） 畜産物の安全性確保対策  

ア 「畜産安心ブランド生産農場」に対する認定基準の維持と新規取組農場の認定を

推進する。 

イ 中央畜産会の「農場 HACCP 認証農場」の認定と維持継続のための指導を行う。 

（３） 生産性向上対策  
ア 乳用牛の乳房炎防除並びに暑熱対策の指導、牛伝染性リンパ腫並びにヨーネ病の

清浄化、牛ウイルス性下痢の摘発のための検査・対策指導を実施し、生産性向上を

支援する。また、ET 技術を活用し高泌乳牛の生産を支援する。 

イ 「村上牛」や「新発田牛」の生産農場を中心に肉質向上指導を継続し、「にいがた

和牛」等ブランド力の向上を図る。また、ET 技術を活用し高血統牛の生産を支援す

る。 

ウ 養豚での衛生検査指導等を行い、慢性疾病による経済的損失の低下を図る。 
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３ 家畜衛生事業の仕組み（家畜保健衛生所との関わりの概要） 
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４ 事業内容 
（１） 家畜伝染病予防事業 

家畜伝染病予防法に基づき、監視伝染病の発生予防とまん延防止のための検査・調査を実

施する。鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚熱等の発生時に迅速かつ的確な防疫対策が講じられ

るよう家畜飼養者をはじめ獣医師、市町村、関係団体等と連携し家畜防疫体制の強化を図

る。 

令和７年度 実施計画 

区

分 
事業名 

R7 

計画 

R6 

計画 
事業内容 

牛 

牛海綿状脳症(BSE) 0 0 

進行性の神経症状等を示す、または
起立不能の原因を生化学検査等(臨床
症状は除く)で診断できなかった全月
齢の牛が対象 

ヨーネ病 570 600 
県外導入で未検査の搾乳牛･肉用繁殖
牛。H31・R1 年生まれの搾乳牛･肉用
繁殖牛 

牛サルモネラ症 120 120 
畜産安心ブランド生産農場(３年に１
回)が対象 

牛伝染性リンパ腫 700 400 
上牧前検査、清浄化取組農場の検査
など 

牛ウイルス性下痢(BVD) 30 30 バルク乳を用いた浸潤調査 

アカバネ病 48 48 発生予察のための抗体検査 

牛伝染性疾病検査 9,000 9,000 
口蹄疫などの重要疾病を念頭に臨床
検査と衛生指導 

豚 

豚熱 

(CSF) 

免疫付与状況確認 1,620 2,040 ワクチンによる免疫付与状況調査 

ワクチン接種 237,000 260,000 管内の飼養豚全頭へのワクチン接種 

オーエスキー病 280 280 管内の清浄性確認 

豚繁殖・呼吸障害症候群

(PRRS) 
200 132 抗体保有状況の把握 

豚伝染性疾病検査 30,000 30,000 
口蹄疫、豚熱などの重要疾病を念頭
に臨床検査と衛生指導 

鶏 

鳥インフ
ルエンザ 

定点モニタリング 160 480 ４農場(６から９月) 

強化モニタリング 80 130 ８農場(年１回） 

ニューカッスル病(ND) 80 100 抗体保有状況調査と衛生指導 

鶏伝染性疾病検査 180,000 200,000 
鳥インフルエンザなどの重要疾病を
念頭に臨床検査と衛生指導 

馬 馬伝染性疾病検査 20 20 臨床検査と衛生指導 

羊 羊伝染性疾病検査 80 80 口蹄疫などの臨床検査と衛生指導 

蜜

蜂 
腐蛆病 200 437 臨床検査(転飼・定飼) 

病性鑑定 
 病性診断によるまん延防止と効果的

な対策の指導 
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（２） 家畜衛生の推進 
家畜の伝染性疾病の地域における監視体制を強化し、事前対応型の防疫体制を構築するた

め、監視体制の整備・強化、家畜伝染性疾病の発生予防、及び家畜伝染性疾病のまん延防止

のための体制整備を実施する。 

事業名 対象 事業量 事業内容 

ア 監視体

制の整備・

強化 

家畜衛生関

連情報の整

備 

情報の収集 

畜産農場

全戸 

 

畜産農

場、関係

機関等 

185 戸 

(１回) 

 

 

年３回 

 

・家畜飼養者への巡回調査・情報収

集を行い、異状時における通報体制

を整備 

 

・「家畜衛生だより」の発行による

情報提供 

防疫マップ

の整備 

全畜産農

場等 
 電子地図の更新、活用 

推進会議の開催 

市町村・

関係機

関、団体

等 

１回 

家畜保健衛生所事業説明、協議 

飼養衛生管理基準・特定家畜伝染病

防疫指針指導の推進、普及及び強化 

疾病発生時の体制整備 

精度管理の適切な実施 

 

 

精度管理に係る研修会への参加、検

査機器の適正な整備、標準作業手順

書の更新 

イ 家畜伝

染性疾病

の発生予

防 

飼養衛生管

理基準遵守

の強化 

飼養衛生管

理基準遵守

状況調査、

指導 

畜産農場

全戸 

185 戸 遵守状況調査と改善指導 

飼養衛生管

理者向け研

修 

飼養衛生

管理者 

１回 

飼養衛生管理者が必要とする知識・

技術の習得・向上を図るための研修

を実施 

特定家畜伝染病危機管

理対策強化事業 

 

３地域 

振興局 

特定家畜伝染病(豚熱・アフリカ豚

熱・鳥インフルエンザ等)の発生に

備え、危機管理体制を強化 

地域振興局単位で防疫訓練の実施 

ウ 家畜伝

染性疾病

のまん延

防止 

家畜の生産性を低下さ

せる疾病の低減 

牛・豚・

鶏飼養農

場 

９戸 

36 回 

発生状況調査、経済的損失の試算、

管理指導を実施。地域で問題となっ

ている疾病が対象 

まん延防止の円滑化 

県、市町

村、関係

機関等 

１回 

未定 

全県防疫訓練の実施 

９月、高病原性鳥インフルエンザ・

豚熱を想定し実施 
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事業名 対象 事業量 事業内容 

エ 畜産物の

安全性向上 

生産衛生

管理体制

の整備 

農場 HACCP

の推進 

酪農場 21 戸 

(公社)新潟県畜産協会「畜産安心

ブランド生産農場」事業の推進、

認定農場に対する指導・検査 

農場 HACCP 認証を取り組む農場へ

の取得・継続支援（対象：２事業

者） 

肉用牛農場 28 戸 

養豚場 18 戸 

採卵鶏農場 10 戸 

肉用鶏農場 10 戸 

鶏卵衛生

管理体制

の整備 

採卵鶏農場 
４戸 

各１回 

農場のサルモネラ調査、結果の疫

学的検討、及び衛生管理指導 

動物用医

薬品の適

正使用と

危機管理 

薬剤感受

性検査 

牛・豚・鶏

飼養農場 
７戸 

家畜由来細菌の薬剤耐性発現状況

の調査 

使用実態

調査、指

導 

牛・豚・鶏

飼養農場 
12 戸 

動物用医薬品の使用状況の調査、

適正使用の指導 

オ 野生動物

の対策強化 

リスクが高い地域における野生動

物対策 
全県で 

300 頭 

全県で捕獲イノシシ等の豚熱・ア

フリカ豚熱検査を実施 

（３） 畜産物の安全性確保 
使用基準が定められている飼料の適正使用について啓発・指導を行うとともに、畜産安心

ブランド生産農場の生産物(鶏卵、鶏肉)及び 飼料に対して飼料添加物残留検査を行う。 

事業名 対象 事業量 事業内容 

畜産物の安全性

確保 

飼料添加物残留

検査 

採卵鶏農場(鶏卵) ４戸 畜産物及び給与飼料に

おける飼料添加物の残

留検査 

肉用鶏農場(鶏肉） ８戸 

養豚場(飼料) ４戸 

（４） 動物薬事等衛生対策 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、及び獣

医療法に基づく事務、立入検査、指導を実施する。 

業務 対象 業務量 業務内容 

動

物

薬

事 

動物用医薬品・医療機器の販売

業許可等の事務 
販売業者 

11 店舗 

販売に係る許可、届出等の

事務 

動物用医薬品・医療機器の販売

業者等の監視・指導 
販売業者 

適正販売のための立入検

査・指導 

動物用医薬品残留調査 
 と畜検査における動物用医

薬品残留事例の調査・指導 
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業務 対象 業務量 業務内容 

獣

医

事 

飼育動物診療施設の届出等の事

務 
設置・管理者 

６施設 

開設・廃止等届出の事務 

飼育動物診療施設の監視・指導 設置・管理者 巡回立入指導 

（５） 家畜生産改良関係事業 
家畜改良増殖法に基づく事務、検査等を実施する。また、県受精卵移植関連事業を推進す

る。 

業務 業務内容 

家畜人工授精関連の業務 

家畜人工授精所開設許可事務等、立ち入り調査・

指導 

家畜人工授精師免許証の交付事務等 

精液等の適正な使用、流通を図るための指導 

種畜検査 種畜の衛生検査 対象：牛１頭 

にいがた和牛パワーアップ促進総合対

策事業 

・受精卵移植により遺伝的能力の高い和牛子牛を

増産するとともに、肥育技術等向上のための現地

調査(血中ビタミン A 濃度検査等)及び技術指導 

・管内の地域 ET センターとして受精卵移植関連

事業の推進を目的に、受胎率の向上や技術の高度

化に努め、畜産研究センターと連携し生産者や技

術者を支援。併せて、近年盛んに行われているゲ

ノミック評価による遺伝的に高能力な繁殖雌牛の

保留やその血統増殖を支援 

（６） その他 

業務 業務内容 

畜産経営体質強化推進事業：畜産経営

診断指導(畜産コンサル)の支援 

(公社)新潟県畜産協会が県の委託を受け実施する

畜産農家の経営診断指導に参画し、対象農家への

助言指導 

農業共済事業への協力 家畜検診車による巡回検診への協力 

家畜疾病対策等の啓発 
家畜疾病対策等の課題について、生産者が参加す

る会合において啓発及び情報提供 

一般指導業務 酪農家の搾乳衛生指導・肉用牛の飼養管理指導等 
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Ⅲ 令和６年度 家畜衛生事業成績 
１ 家畜伝染病予防事業  

（１） 検査実施状況 

区分 事業名 検査数 陽性数 事業内容 

牛 

牛海綿状脳症(BSE) (抗原) 0 0 
進行性の神経症状等を示す

牛等を対象に検査 

ヨーネ病   (抗体:酵素抗体法） 713 0  

ヨーネ病  (抗原：PCR 法) 0 0 抗体陽性牛の確定検査 

牛サルモネラ症 (細菌) 75 0 浸潤状況調査 

牛伝染性リンパ腫 (抗体) 387 69 
上牧前検査、清浄化取組

農場における検査 

牛ウイル

ス性下痢

(BVD） 

血清 (抗原) 8 0 県外発生農場の関連調査 

バルク乳 (抗原) 37  0 
スクリーニング検査農場

数 

アカバネ病 (抗体) 44 0 

４農場において６、８、

９、11 月に検査を実施

し、ウイルスの流行を認

めず 

牛伝染性疾病検査 (臨床) 17,920 0 
家畜伝染病(口蹄疫等)の

発生は認められず 

豚 

豚熱 
(CSF） 

免疫付与状況確認 (抗体) 1,640 1,263 
ワクチン抗体保有状況の

調査 

ワクチン接種 (注射) 234,151 － 
子豚への定期接種、繁殖

豚への補強接種 

オーエスキー病 (抗体) 292 0 全頭陰性、清浄性を確認 

豚繁殖・呼吸障害症候群

(PRRS) 
(抗体) 154 77 

浸潤状況調査、清浄性確

認など 

豚伝染性疾病検査 (臨床) 38,563 0 
家畜伝染病(口蹄疫、豚熱

等)の発生は認められず 

鶏 

鳥イン

フルエ

ンザ 

定点モニタリング (抗体) 260 0 
4-10 月、4 農場における

定点検査 

強化モニタリング (抗体) 80 0 8 農場の抽出検査 

ニューカッスル病 (抗体) 501 337  

鶏伝染性疾病検査  (臨床) 163,245 0 

家畜伝染病(高病原性鳥イ

ンフルエンザ等)の発生は

認められず 

馬 馬伝染性疾病検査 (臨床) 14 0  

羊 羊伝染性疾病検査 (臨床) 86 0 
問題となる疾病は認めら

れず 

蜜蜂 腐蛆病         (臨床・細菌) 430 0 全群陰性 

病性鑑定 

牛  15 件   21 頭  

豚  1 件    3 頭 豚熱を確認 

鶏  24 件   135 羽 
高病原性鳥インフルエン

ザを１件確認 
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（２） 主要事業の検査成績 

ア 牛の検査成績 

(ア) ヨーネ病検査成績 

県外導入牛検査、浸潤検査及びヨーネ病防疫対策要領に基づくまん延防止対策中の農

場における検査を実施し、全頭陰性を確認した。 

市町村 検査戸数 検査頭数 陽性頭数 

村上市  5  36 0 

関川村 1  11 0 

新発田市 24 383 0 

阿賀野市 16 183 0 

胎内市  5  96 0 

聖籠町  1   2 0 

阿賀町  2   2 0 

計 54 713 0 

(イ) 牛伝染性リンパ腫の抗体検査成績 

妙法育成牧場上牧前検査を 85 頭実施し、抗体陽性の２農場３頭は上牧を中止した。 

清浄化に取り組む 18 農場で、陰性牛または新規牛について継続的に検査を実施し、対

策を検証した。 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 牛ウイルス性下痢(BVD)の検査成績 

バルク乳を用いた PCR 検査を 37 戸で実施し、全戸陰性を確認した。また、県外導入牛

の血清 PCR 検査を実施し、全頭陰性を確認した。 

市町村 

バルク乳検査 血清検査 

検査 

農場数 

陽性 

農場数 

検査 

農場数 

検査 

頭数 

陽性 

頭数 

村上市  2 0 0 0   0 

関川村  1 0 0 0 0 

新発田市 16 0 0 0 0 

阿賀野市 14 0 0 0 0 

胎内市  3 0 1 8 0 

聖籠町  1 0 0 0 0 

計 37 0 0 0 0 

(エ) アカバネ病の流行予察調査成績 

４市(村上市、新発田市、阿賀野市、胎内市)４農場で各３頭(１農場のみ２頭)につい

てアカバネ病の抗体を調査し全頭陰性を確認したことから、管内で本病の流行はなかっ

たと考えられた。 

疾病名 6 月 8 月 9 月 11 月 

アカバネ病 0/11 0/11 0/11 0/11 

区分 
頭数 

検査 陽性 陽性率 

上牧前検査等  85  3   3.5% 

浸潤状況調査等 289 58  20.1% 

病性鑑定等  13  8  61.5% 

計 387  69  17.8% 



12 

 

イ 豚の検査成績 

(ア) 豚熱(CSF)ワクチン接種及び免疫付与状況検査成績 

豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、豚熱ワクチンの接種を実施した。あ

わせて抗体検査を実施し、免疫付与状況の確認とワクチン接種適期日齢の検討を行っ

た。  

市町村 
ワクチン接種 抗体検査 

実施戸数 接種頭数 検査戸数 検査頭数 陽性頭数 

村上市  8  46,573 10   634 

 
  505 

関川村  3   9,310  3   174   155 

新発田市  7  17,067  9   517   380 

胎内市  4 161,201  6   315   223 

 計 22 234,151 28 1,640 

 
1,263 

(イ) 豚熱(CSF)及びアフリカ豚熱(ASF)検査成績 

新発田市内の一養豚場で３頭の豚熱が確認され、防疫措置を実施した。また、捕獲・

死亡した野生イノシシ 62 頭を検査し、４市で７頭の豚熱陽性が確認された。アフリカ豚

熱については全頭陰性であった。 

区分 検査頭数 
豚熱 

陽性頭数 
検査地域 

病性鑑定豚  3 3 新発田市 

野生イノシシ 62 7 村上市、新発田市、阿賀野市、胎内市 

(ウ) オーエスキー病抗体検査成績 

21 戸において、全頭陰性を確認した。 

市町村 検査戸数 検査頭数 陽性頭数 

村上市  9 142 0 

関川村  2  28 0 

新発田市  6  83 0 

胎内市  4  39 0 

計 21 292 0 

(エ) 豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)抗体検査成績 

PRRS ウイルスの浸潤状況及びウイルス動態を確認した。なお、管内の浸潤状況につい

ては p16 の「ＰＲＲＳステージ区分別農場数(割合)の推移」を参照。 

市町村 
戸数 検査数 

検査 陽性 陽性率 検査 陽性 陽性率 

村上市  6 3 50%  54 31 57% 

関川村  2 1 50%  22  6 27% 

新発田市  3 1 33%  33  7 21% 

胎内市  4 2 50%  45 33 73% 

計 15 7 47% 154 77 50% 
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ウ 鶏の検査成績 

(ア) 鳥インフルエンザ検査成績 

定点モニタリング検査は４農場(１農場あたり 10羽)について４月から 10月まで、ウ

イルス分離と抗体検査を実施し、陰性を確認した(令和６年度は国の防疫指針変更により

従来の毎月実施から変更)。 

 また、強化モニタリング検査として８農場(１農場あたり 10 羽)の抗体検査を実施し、

陰性を確認した。 

定点モニタリング 強化モニタリング 

農場数 回数(延） 羽数(延） 陽性羽数 農場数 羽数 陽性羽数 

4  26  260 0 8  80 0 

(イ) ニューカッスル病抗体検査成績 

延べ 67 の養鶏場で検査を実施した。採卵用鶏及びワクチン卵用鶏はオイルワクチンの

接種により高い抗体価を保有していた。一方、肉用鶏では飲水投与のみのため抗体価が

低い場合があり、そのような農場に対し、本病の発生予防のため適切なワクチン接種を

指導した。 

鶏の用途 
農場数 

(延) 
検査数 

抗体価 

5 倍以上 

採卵用鶏   8 174 174 

ワクチン卵用鶏   6  60  52 

肉用鶏  53 267 111 

計  67 501 337 
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（３） 病性鑑定実施状況 

ア 家畜伝染病  

畜種 病名 発生件数 発生数 死亡数 検査数 

豚 豚熱 1 3 １  3 

鶏 高病原性鳥インフルエンザ 1 2 2 10 

イ 届出伝染病 

畜種 病名 発生件数 発生数 死亡数 検査数 

鶏 鶏伝染性気管支炎 8 58 55 67 

ウ 伝染性疾病 

畜種 病名 発生件数 発生数 死亡数 検査数 

肉牛 
牛アクチノバチルス症 1 1 0 1 

牛 RS ウイルス病及び牛パスツレラ症 1 １ 1 8 

鶏 
鶏封入体肝炎 1 6 5 7 

鶏ブドウ球菌症 2 6 6 6 

エ その他の疾病 

畜種 病名 発生件数 発生数 死亡数 検査数 

乳牛 
異常産(感染症否定) 1  1  0  1 

原因不明 3  6  0  6 

肉牛 

臍帯炎 1  1  1  1 

 敗血症(大腸菌群による) 1  1  1  1 

敗血症 

(臍帯炎由来の大腸菌群・レンサ球菌による) 
1  1  1  1 

呼吸器病(牛の呼吸器症候群) 2  2  2  2 

下痢症(牛トロウイルスの関与を疑う) 1  1  0  1 

下痢症(原因不明) 2  5   0   5 

膀胱破裂 1  1  1  1 

鶏 

Enterococcus cecorum 感染症 3 17 11 17 

鶏伝染性気管支炎を疑う 1 15 15 15 

原因不明 8 31 24 31 

みつばち 原因不明 １ １群 １群 １群 

馬 
大腸炎(原因不明) １  １  １  １ 

呼吸・循環不全(左肋骨骨折に起因) １  1  1  1 

山羊 TSE サーベイランス 5  5  5  5 

鹿 TSE サーベイランス 1  1  1  1 
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２ 家畜衛生の推進   
（１） 監視体制の整備・強化  

ア 家畜衛生関連情報の整備 

(ア) 畜産農場への巡回調査・情報収集 

畜産農場を巡回し、飼養管理状況、疾病発生状況等を調査するとともに、家畜の損耗

防止及び生産性の向上のために必要な検査・調査を実施し、その結果に基づく指導を行

った。 

畜種 巡回実戸数 延べ巡回戸数 平均回数 

乳用牛 44 230 5.2 

肉用牛 52 124 2.4 

豚 28 143 5.1 

採卵鶏 25 79 3.2 

肉用鶏 11 19 1.7 

種鶏 19 30 1.6 

(イ) 家畜衛生情報の提供 

家畜伝染病の発生、家畜衛生の向上に必要な最新情報を FAX、電子メール等で畜産農場

等に随時提供するとともに、広報(家畜衛生だより)で畜産農場及び関係機関等に情報提

供を行った。 

・巡回資料：40枚  

・FAX、郵送回数：219 回 

・広報の発行：229 部/回、計 3 回(家畜伝染病発生状況、令和６年度重点実施事項、畜舎

火災の防止について、高病原性鳥インフルエンザ、ランピースキン病、暑熱による被害

状況、飼養衛生管理支援システム運用開始、サシバエ対策等) 

(ウ) 防疫マップ(電子地図)の整備 

農場の追加・削除、位置情報の修正等、防疫マップを随時更新、防疫対策に活用し

た。 

イ 精度管理の適正な実施 

令和6年 10月、生物科学安全研究所が実施した家畜疾病検査信頼性向上対策事業における

精度管理研修会を WEB 上で受講した。 

（２） 家畜の伝染性疾病の発生予防 

ア 飼養衛生管理基準遵守の強化 

(ア) 推進会議の開催 

令和６年５月、家畜衛生等対策事業を効果的に推進するため、県(地域振興局)、市町

村、JA、NOSAI 等の畜産関係機関を参集範囲として家畜衛生推進会議を開催した。 

(イ) 畜産関係者、生産者向け研修 

上記の家畜衛生推進会議において、関係機関や産業動物獣医師等へ地域一体となった

防疫対応等の取組を進めるため、飼養衛生管理基準遵守の強化のための研修を実施し

た。また、養豚場で豚熱ワクチン接種を実施する新任登録飼養衛生管理者に対し、飼養

衛生管理基準の遵守についての研修を実施した。 
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(ウ) 飼養衛生管理基準遵守状況調査 

管内の畜産農場について飼養衛生管理基準の遵守状況調査・改善指導を行った。 

畜種 乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 肉用鶏 種鶏 その他 計 

調査農場数 44 52 28 25 11 19 7 186 

                 鶏：常時 100 羽以上飼養農場、  その他：山羊、羊、馬  

イ 防疫演習の実施 

特定家畜伝染病危機管理対策強化事業 

特定家畜伝染病(鳥インフルエンザ、豚熱・アフリカ豚熱等)の発生に備え、危機管理体制

を強化、作業リーダーの育成や作業従事者等に対する特定家畜伝染病の正しい知識の普及等

により、迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう防疫訓練を実施した。 

回数 参加人数 参集範囲 内容 

７ 254 
地域振興局、市町村、畜産関係団

体、食肉・食鳥処理場、生産者 

・机上訓練 

・発生事例・マニュアル説明 

・防疫服着脱訓練 

（３） 家畜の伝染性疾病のまん延防止 

ア 家畜の生産性を低下させる疾病の低減 

家畜の生産性を低下させる病群について、農場ごとに発生動向等を検査・調査し、得られ

た成績を基に有効な対策を検討し、指導を行った。 

畜種 対象疾病 農場数 巡回回数 検査回数 検査数 

牛疾病 乳房炎、ビタミン A 欠乏症 5  17 10  138  

豚疾病 PRRS、PCVAD 3  11  16  442  

鶏疾病 鶏ブドウ球菌症 １  4  １  10  

 

＜ＰＲＲＳステージ区分別農場数(割合)の推移＞ 

毎年、ステージ別血液検査等で新規野外株侵入やワクチン株浸潤状況のモニタリングを実

施、結果に基づき消毒、水平感染防止対策及びワクチン接種等の対策を指導。R６野外株検

出農場は 28 戸中４戸。PRRS ステージ区分別農場数では農場清浄化達成のステージⅤの割合

が上昇している。 

年

度 
Ⅱ Ⅲ Ⅲ- Ⅳ Ⅴ 

合

計 

新

規 

廃

業 

R2 0 (0%) 12 (29%) 6 (15%) 4 (10%) 19 (46%) 41 1 1 

R3 2 (5%) 9 (24%) 3 (8%) 2 (5%) 21 (56%) 37  4 

R4 4 (11%) 7 (19%) 2 (5%) 0 (0%) 24   (65%) 37   

R5 4 (14%) 2 (7%) 1 (3%) １ (3%) 21   (73%) 29 １ 8 

R6 3 (11%) 2 (7%) 1 (3.5%) １ (3.5%) 21   (75%) 28  1 

 

 

 

 

＜PRRS ステージ区分＞ 

Ⅰ：繁殖豚でウイルス陽性            Ⅱ：哺乳豚でウイルス陽性 

Ⅲ：分娩舎まで安定、離乳舎でウイルス陽性    Ⅲ-：離乳舎まで安定、肥育舎でウイルス陽性 

Ⅳ：ウイルスは陰性、抗体のみ陽性＝「清浄化移行」Ⅴ：全発育ステージで抗体陰性＝「清浄化」 
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イ まん延防止の円滑化 

特定家畜伝染病(鳥インフルエンザ、豚熱・アフリカ豚熱等)の発生に備えた危機管理体制

を強化するため、作業リーダーの育成や作業従事者等に対する特定家畜伝染病の正しい知識

の普及等により、迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、県主催の令和６年度鳥

インフルエンザ等全県訓練(柏崎市)に参加した。 

（４） 畜産物の安全性向上 

ア 農場ＨＡＣＣＰの推進 

新潟県ではＨＡＣＣＰ(危害分析重要管理点)の考え方に基づく衛生管理手法を普及し、こ

の手法を導入した農場を「畜産安心ブランド生産農場」として認定するとともに、既認定農

場の衛生レベルの維持・向上を図っている(認定機関：(公社)新潟県畜産協会)。 

(ア) 認定農場数 

畜種 乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 肉用鶏 計 

認定農場数 22 28 19 10 10 89 

(イ) 認定に係る衛生検査 

畜種 検査対象 検査材料 検体数 

乳用牛 サルモネラ、腸管出血性大腸菌 糞便 35 

肉用牛 サルモネラ、腸管出血性大腸菌 糞便 40 

豚 残留抗菌性物質 肥育豚飼料(Ｃ段階) 4 

肉用鶏 
サルモネラ 畜舎環境、糞便 168 

カンピロバクター 糞便 40 

イ 鶏卵衛生管理体制の整備 

衛生的な鶏卵の生産体制を推進するため、採卵鶏農場及びＧＰ施設の鶏糞・鶏舎環境材料

についてサルモネラに係るモニタリング検査を実施し、農場に対し衛生対策を指導した。 

検査農場数 検査回数 検査検体数 陽性 

4 5 51 0 

ウ 動物用医薬品の適正使用と危機管理 

(ア) 薬剤耐性菌の発現状況調査 

家畜から分離した細菌(病性鑑定事例由来材料)について、医薬品等の使用に起因する

薬剤感受性耐性菌の発現状況を調査した。 

対象菌種 調査農場数 

黄色ブドウ球菌 採卵鶏 2 

サルモネラ 乳用牛 1 

(イ) 使用実態調査 

動物用医薬品の畜産物への残留防止を図るため、畜産農場に対し使用実態の聞き取り

調査を行い、適正使用について指導した。 

調査農場数 不適正使用農場 

12 0 
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（５） 野生動物の対策強化 
県が実施している捕獲・死亡イノシシ等の豚熱・アフリカ豚熱検査の実施に協力した。 

 ３ 畜産物の安全性確保 
（１） 飼料の安全性監視のための調査分析 

安全な畜産物の生産を確保するため、「畜産安心ブランド生産農場」の生産物及び給与飼

料について抗菌性物質等の残留検査を実施した。 

畜種 農場数 検査材料 検査結果 

採卵鶏 4 鶏卵(６個／戸) 陰性 

肉用鶏 8 筋肉(１羽分／戸) 陰性 

豚 5 飼料(１検体／戸) 陰性 

４ 動物薬事等衛生対策 
（１） 動物用医薬品等販売業者への立入検査 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、動物用医

薬品等販売業者に対し適正販売の監視及び指導を実施した。また、販売に係る許可、届出等

の薬事事務を行った。 

販売業の区分 
販売業者数 

立入箇所数 
期首 期末 

特例店舗販売業 32 32 13 

新規：０件、廃止：０件 

（２） 畜産物の動物用医薬品残留調査 
と畜検査における動物用医薬品残留事例がなかった。 

（３） 飼育動物診療施設への立入調査 
獣医療法等に基づき、飼育動物診療施設の立入を行い、施設の整備状況、動物用医薬品の

管理及びエックス線装置の使用状況等について調査を実施した。 

 
診療施設数 

立入箇所数 
期首 期末 

診療施設 29 27 6 

新規：０件、廃止：２件 

５ 家畜生産改良関係事業 
（１） 家畜人工授精関連業務 

ア 家畜人工授精所の運営状況調査 

家畜改良増殖法に基づき、家畜人工授精所の運営状況について調査を実施した。 

 
家畜人工授精所数 

調査数 
期首 期末 

診療施設 8 8 8 

新規：0 件、廃止：0 件 
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イ 家畜人工授精師免許証の交付 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

交付件数 0 2 2 2 0 1 1 2 1 

（２） 種畜検査（家畜改良増殖法第４条の規定による衛生検査） 
国種畜検査員に同行し、黒毛和種１頭：新発田市について、検査を実施した。 

（３） にいがた和牛パワーアップ促進総合対策事業及び受精卵移植関係事業 
受精卵移植により遺伝的能力の高い和牛子牛を増産する目的の県事業に協力すると共に、

地域ＥＴ(受精卵移植)センターとして、ＥＴ技術者への情報提供を実施した。また、乳用牛

飼養農場での採卵を実施した。 

対象者 対象 実施回数 実施内容 

和牛共進会に向けた対策協力農場 3 20 受精卵移植等 

乳用牛飼養農場 1 1 採卵 

６ 一般指導業務 
（１） 畜産経営技術支援指導 

(公社)新潟県畜産協会の本事業に参画し、家畜衛生部門について指導を実施した。 

乳用牛：４戸、肉用牛：６戸、養豚：２戸 

（２） 搾乳衛生指導 
乳房炎検査成績をもとに搾乳衛生、乳房炎予防対策について指導を実施した。 

ア 乳房炎検査実施状況 

農場数 検査頭数 検査数 バルク乳 

10 99 287 25 

イ 細菌検査成績 

菌名 ブドウ球菌 レンサ球菌 黄色ブドウ球菌 大腸菌 ｸﾚﾌﾞｼｴﾗ その他 有意菌なし 

検体数 30 24 28 31 10 5 182 

（３） ビタミンＡ等検査 
肉用牛の飼養管理指導のために血中ビタミンＡ濃度等の血液生化学的検査を実施した。 

畜種 農場数 検体数 
検査項目(検体数) 

ビタミンＡ β-カロテン 

肉用牛 7 187 187 26 
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≪調査研究の概要≫ 
１ 地域機関と連携して取組んだ管内酪農家の暑熱対策 

○宮下知世、山家菜摘美 

令和 5 年度、県内酪農家で暑熱による死廃増加。暑熱被害軽減のため、家保、地域振興局、

JA、酪農協、NOSAI で暑熱対策チームを発足。暑熱期前チーム会議で管内酪農家 5戸を選定。

対策前後で暑熱期の課題、対策等の聞き取り、風速・温度測定を実施。対策前の課題を写真や

図を用いた資料でフィードバック、現設備内での改善策を検討及び指導。対策前調査では送風

機の設置数は十分だが、風速 2m/秒未満の牛床が多数。送風機の位置や角度、ホコリ付着で風

速が低下。指導後、送風機の清掃、位置や角度調整等を実施、4戸中 3戸で風速が向上。暑熱

期の搾乳牛死廃頭数は 5戸中 4 戸で昨年より減少。暑熱期の乳量減少は全戸で昨年より緩や

か。複数対策実施の 1戸で暑熱期の死廃による損失額と生乳生産代金を昨年と比較し、約 300

万円の経済的効果と試算。送風機の清掃のような基本的な対策で十分効果があり経済的効果を

得られると考察。チームでの取組みは多方面からの支援可能。 

 

２ 新潟県内で初めて発生した豚熱の防疫対応 
○市川雄紀、木村仁徳 

令和 6 年 8 月、新発田市の養豚場において豚熱が発生。発生農場は母豚 40 頭規模、繁殖・

肥育一貫経営の養豚場。13 日、分娩房の 3 腹で子豚の死亡が続いたため病性鑑定。発熱、白血

球数の減少、リンパ節赤色腫大及び腎臓及び膀胱の点状出血等を確認。加えて扁桃等の PCR 検

査において豚熱ウイルス遺伝子陽性となったため、14 日朝から防疫措置準備、疫学調査及び評

価を実施、20 時に患畜確定、15日 16 時から殺処分を開始。殺処分は、暑熱下のため 16～翌 8

時のみ行い、3班体制(各班家畜防疫員 3 名、民間作業員 10 名)で 505 頭を殺処分、16 日 20 時

15 分に終了。清掃・消毒後、17日 8 時に防疫措置完了。県内初の豚熱防疫対応であったが、

過去の HPAI 防疫対応や他県への派遣経験、民間派遣作業員等を活用し、円滑な防疫対応。事

後評価における課題から、豚熱防疫対応マニュアル改定及び管内養豚場巡回による飼養衛生管

理基準の現地確認・指導を実施。 

 

３ 迅速なフィードバックと対策で清浄化を達成した Salmonella Dublin による牛

サルモネラ症発生事例 
○増門宙、中村正明 

管内１酪農場で導入した子牛が下痢を呈し、その後すべての飼養子牛が下痢を呈す。死亡

子牛糞便から Salmonella Dublin(SD)を分離、SD による牛サルモネラ症と診断。浸潤状況調

査のため飼養牛と環境拭き取りの検査を実施。検査は複数の培地を併用、分離培養と増菌培

地の遺伝子検出法を組み合わせて実施。検査結果のフィードバックは従来法より 10日以上早

く、最短で採材 1～2 日後に実施可能。浸潤状況調査の結果、SDは子牛 3 頭及び子牛飼養マス

の床 2 か所から検出、成牛飼養エリアからは非検出。SD 陽性牛は抗菌薬投与と隔離、床は消

毒の実施を指示し、モニタリングを継続。2 度のモニタリングで子牛飼養エリアから SD が検

出されたため、清掃消毒の具体的方法を指導。その後のモニタリングで 2回続けて飼養牛及

び環境から SD 非検出。清浄化達成と判断。迅速なフィードバック、早期の治療・隔離と消

毒、清掃消毒の具体的指導が清浄化達成に貢献。 
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 ≪参考資料≫ 家畜衛生関係等手数料（令和７年４月１日現在） 
１ 新潟県手数料条例に基づく関係手数料 

（１） 家畜検査手数料 
区分 対象家畜 手数料 

ア 

検査 

ブルセラ症 牛 ３５０円 

結核 牛 ３５０円 

ヨーネ病 
牛：月齢６か月未満 ５２０円 

牛：月齢６か月以上 ７００円 

腐そ病 蜜蜂 １７０円 

ピロプラズマ症 牛 ４７０円 

オーエスキー病 豚 ８００円 

伝達性海綿状脳症 牛 
焼却しない場合：６，０００円 

焼却する場合： ３５，０００円 

家禽サルモネラ(ひな白痢) 鶏 ７０円 

イ 

注射 
豚熱 豚及びいのしし ３３０円 

ウ 

証明 

ブルセラ症 牛 

３００円 
結核 牛 

ヨーネ病 牛 

腐そ病 蜜蜂 

（２） 動物用医薬品販売業関係手数料 
区分 手数料 

ア 動物用医薬品販売業等許可申請 ２９，０００円 

イ 動物用医薬品販売業等許可更新申請 １２，２００円 

ウ 動物用医薬品販売業等許可証書換え交付 ２，２００円 

エ 動物用医薬品販売業等許可証再交付 ３，１００円 

オ 動物用医薬品販売従事登録 ７，６００円 

（３） 家畜人工授精関係手数料 
区分 手数料 

ア 家畜人工授精師免許申請 １，８００円 

イ 家畜人工授精師免許証書換え交付 １，７００円 

ウ 家畜人工授精師免許証再交付 １，７００円 

エ 家畜人工授精所開設許可申請 ５，７００円 

オ 家畜人工授精所開設許可証書換え交付 １，７００円 

カ 家畜人工授精所開設許可証再交付 １，７００円 

牛受精卵移植手数料 

過剰排卵処理 １５，０００円 

受精卵の採取 １３，３００円 

受精卵の凍結保存 ８，７００円 

受精卵の移植 ８，６００円 
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２ 家畜保健衛生所の家畜衛生検査等手数料規則に基づく手数料 

（１） 検査手数料は家畜共済点数表（A 欄）の点数に１０円を乗じた額 

（２） 知事認定獣医師が注射する豚熱予防液の管理にかかる手数料 
１件につき６０円 

（３） （１）、（２）の検査手数料により難い検査の手数料 
区分 手数料 

ア オーエスキー病(豚) ７５０円 

イ ヨーネ病検査(月齢６か月以上の牛) ７７０円 

ウ サルモネラ検査 ４，２００円 

エ 病原性大腸菌 O-157 ４，２００円 

オ 豚丹毒検査 ２９０円 

カ 遺伝子検査 ２，０００円 

キ 衛生検査証明書の交付 ３００円 

 


